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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成20年11月27日(2008.11.27)

【公開番号】特開2002-180208(P2002-180208A)
【公開日】平成14年6月26日(2002.6.26)
【出願番号】特願2000-382261(P2000-382261)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  38/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｃ  38/54     (2006.01)
   Ｆ２２Ｂ  37/04     (2006.01)
   Ｃ２１Ｄ   6/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ  38/00    ３０２Ｚ
   Ｃ２２Ｃ  38/54    　　　　
   Ｆ２２Ｂ  37/04    　　　　
   Ｃ２１Ｄ   6/00    １０１Ｋ

【手続補正書】
【提出日】平成20年10月9日(2008.10.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
　【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　重量％で、炭素（Ｃ）0.08～0.13％、ケイ素（Ｓｉ）0.20～1.0％、
マンガン（Ｍｎ）0.05～1.5％、ニッケル（Ｎｉ）0.02～0.5％、クロム（Ｃｒ）9.0～13.
0％、モリブデン（Ｍｏ）0.05～0.5％、タングステン（Ｗ）0.5％～3.0％、バナジウム（
Ｖ）0.10～0.30％、ニオブ（Ｎｂ）0.04～0.2％、コバルト（Ｃｏ）0.5～5.0％、窒素（
Ｎ）0.01～0.1％、ホウ素（Ｂ）0.001～0.030％、銅（Ｃｕ）0.01％以下及びアルミニウ
ム（Ａｌ）0.002％以下に成分が制限され、調質熱処理により得られる焼戻しマルテンサ
イト単相組織からなることを特徴とするフェライト系耐熱鋼。
　　【請求項２】　重量％で、炭素（Ｃ）0.08～0.13％、ケイ素（Ｓｉ）0.20～1.0％、
マンガン（Ｍｎ）0.05～1.5％、ニッケル（Ｎｉ）0.02～0.5％、クロム（Ｃｒ）9.0～13.
0％、モリブデン（Ｍｏ）0.05～0.5％、タングステン（Ｗ）0.5％～3.0％、バナジウム（
Ｖ）0.10～0.30％、ニオブ（Ｎｂ）0.04～0.2％、コバルト（Ｃｏ）0.5～5.0％、窒素（
Ｎ）0.01～0.1％、ホウ素（Ｂ）0.001～0.030％、銅（Ｃｕ）0.01％以下及びアルミニウ
ム（Ａｌ）0.002％以下に成分が制限され、Ｃｒ当量が10％超14％以下になるように成分
が調整された、焼戻しマルテンサイト組織及び体積率で1～15％のδフェライト組織を含
む２相組織からなることを特徴とするフェライト系耐熱鋼。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
　　　【０００４】
　　【課題を解決するための手段】
　本発明の上記課題は次の構成により解決される。
　すなわち、一つの発明は、重量％でＣ 0.08～0.13％、Ｓｉ 0.20～1.0％、Ｍｎ 0.05～
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1.5％、Ｎｉ 0.02～0.5％、Ｃｒ 9.0～13.0％、Ｍｏ 0.05～0.5％、Ｗ 0.5％～3.0％、Ｖ
 0.10～0.30％、Ｎｂ 0.04～0.2％、Ｃｏ 0.5～5.0％、Ｎ 0.01～0.1％、Ｂ 0.001～0.03
0％、Ｃｕ 0.01％以下及びＡｌ 0.002％以下、かつ重量％でＣｒ＋６Ｓｉ＋４Ｍｏ＋1.5
Ｗ＋11Ｖ＋５Ｎｂ＋12Ａｌ－40Ｃ－30Ｎ－４Ｎｉ－２Ｍｎ－Ｃｕ－２Ｃｏで求められるＣ
ｒ当量が10％以下に成分が制限され、焼きならし焼戻し熱処理等の調質熱処理によってマ
ルテンサイト単相組織としたフェライト系耐熱鋼である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　また、もう一つの発明は、重量％で、炭素（Ｃ）0.08～0.13％、ケイ素（Ｓｉ）0.20～
1.0％、マンガン（Ｍｎ）0.05～1.5％、ニッケル（Ｎｉ）0.02～0.5％、クロム（Ｃｒ）9
.0～13.0％、モリブデン（Ｍｏ）0.05～0.5％、タングステン（Ｗ）0.5％～3.0％、バナ
ジウム（Ｖ）0.10～0.30％、ニオブ（Ｎｂ）0.04～0.2％、コバルト（Ｃｏ）0.5～5.0％
、窒素（Ｎ）0.01～0.1％、ホウ素（Ｂ）0.001～0.030％、銅（Ｃｕ）0.01％以下及びア
ルミニウム（Ａｌ）0.002％以下に成分が制限され、Ｃｒ当量が10％超14％以下になるよ
うに成分が調整された、焼戻しマルテンサイト組織及び体積率で1～15％のδフェライト
組織を含む２相組織からなるフェライト系耐熱鋼である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　Ｃは焼入れ性を確保し、また焼戻し過程でＭ２３Ｃ６型炭化物を過度に析出させて高温
強度を高めるために不可欠の構成元素であり、最低０．０５ｗｔ％の含有率にする必要が
あるが、０．２０ｗｔ％を超えるとＭ２３Ｃ６型炭化物を過度に析出させ、マトリックス
の強度を低下させて、かえってフェライト系耐熱鋼の長時間側の高温強度を損なうので、
実用上０．０８～０．１３ｗｔ％に含有率を限定する。
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